
第２期石川県ツキノワグマ管理計画（案）の概要 

１ 計画策定の目的及び背景 

ツキノワグマは国際的に保護措置が講じられているが、県内では近年、人身事故や林木被

害、大量出没が発生するなどその対応が求められている。そのため、引き続き、白山・奥美

濃地域ツキノワグマ広域保護管理指針に基づき地域個体群を適正に維持するとともに、人身

被害等の防止を図ることを目的とする。 

２ 鳥獣の種類  ツキノワグマ 

３ 計画期間   平成３０年４月１日～平成３４年３月３１日 

４ 管理の区域  県内全域 

５ 管理の目標 

良好な生息地の環境の維持、里山林や荒廃地の整備及び適正な個体数管理を行うことによ

り、「白山・奥美濃地域ツキノワグマ個体群」の長期にわたる安定的な維持及び人身被害等の

防止を目標とする。 

なお、狩猟及び個体数調整捕獲を合わせた年間捕獲数の上限は、推定個体数 1,052頭（中央

値）の 12％である 126頭とする。 

６ 目標を達成するための施策 

   生息状況や生息環境、人間活動等を考慮し、県内を広域的に３つの地域に区分し、地域毎に

目標達成のための施策を実施する。 

区 分  

保護地域  緩衝地域  排除地域  

クマの生息域として、厳正

に保護する地域  

白山、大日山、鈴ヶ岳  

鳥獣保護区  

クマと人間の活動が混在

する地域  

円滑な人間活動を確保す

る地域  

生息環  

境管理  

自然環境を維持できるよ

うに配慮し、野生動物の良

好な生息環境を維持する。  

農地、集落、被害地に近い

区域は、里山林の間伐や除

伐な どの森林 整備に努 め

る。  

藪の刈り払いや耕作放棄

地の管理などに努める。  

個体群  

管理  

個体数調整捕獲は実施し

ない。  

狩猟、個体数調整捕獲を推

進する。  

狩猟、個体数調整捕獲を行

い、積極的に排除する。  

人身被  

害等防  

止対策  

入山者への注意喚起を行

う。  

 入山者や周辺住民への注

意喚起のほか、放置果樹等

の誘引物除去の徹底、森林

所有者への林業被害防除の

指導などを行う。  

 周辺住民への注意喚起の

ほか、農作物や放置果樹、

家庭ごみ等の誘引物除去の

徹底、緩衝帯整備や市街地

出没等の緊急時対応を行

う。  

７ その他 

  (1) モニタリング等の調査研究 

生息状況や被害状況などについてモニタリングを実施し、評価・検討を行う。 

(2) 計画の実施体制 

県、市町、猟友会、農林業者、地域住民等が密接な連携のもとに、個体数管理、被害防除

及び生息環境管理等の管理施策に取り組む。 

  (3) 普及啓発・研修 

県、市町等が連携協力して、生息状況、被害状況、本計画の趣旨・内容などの普及啓発に

努めるほか、捕獲技術や知識の習得のため、関係機関の職員等に対する研修を実施する。 

(4) 狩猟者の確保・育成 

狩猟者の確保に努め、猟友会と協力し、安全性の確保や狩猟者の技術向上に努める。 

(5) 国及び関係県との調整 

   目的を達成するため必要な事項について国及び関係県と十分に調整を図る。 


